
１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）採用試験の実施状況(令和７年度実施状況)

（単位：人）

（単位：人）
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　南那須地区広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条第１項の規定に基づき、令和７年度
の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表いたします。
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310退職者数（人） 0
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倍率
（倍）

倍率
（倍）

二次試験

受験者
(人）

合格者
(人）

一次試験

（３）職員数について（令和８年３月３１日現在）

試験区分 受験者
(人）

応募者

合格者
(人）

8
受験者

応募認定退職 普通退職

（２）退職の状況(令和７年度実績)

定年退職

1.08 3 3 32.6
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２　職員の人事評価の状況

（１）人事評価の概要

　

（２）評価の内容

（３）評価者及び被評価者

（４）人事評価の結果の活用

３　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員給与費の状況

保
健
衛
生

セ
ン
タ
ー

・評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めています。

※　職員手当には、児童手当及び退職手当を含まない

消
防
本
部

消
防
署

原則として全職員(病院医療職及び看護助手を除く。)を対象として人事評価制度を実施しております。

人

６級（所属長） 病院事務長

組合長

那
須
南
病
院

組合長

102,344

事務局長

―

消防長

事務局長

２次評価者

組合長

一般職員（一般会計決算）

195,851

事務局長

被評価者

被評価者

所属長

１級～５級（主幹を含む）

１次評価者

１次評価者

１級～５級（主幹を含む）

所属長

１次評価者

　　人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を公正に把握す
ることで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った公務員の育成を行うとともに、能力・実績
に基づく人事管理を行うことにより、組織全体の士気高揚を促し、公務効率の向上につなげ、最終的には
住民サービスの向上の土台を作ることを目的としています。

内　　　容

業績評価 ４月１日～翌年３月３１日

２次評価者被評価者

能力評価

職員が個々の目標を設定し、業務目標の
達成度や業務の実績等を評価します。

２次評価者

所長

６級（課長、消防次長）

所長１級～５級（主幹を含む）

２次評価者

組合長

組合長

消防長

―

事務局長

病院事務長

事務局長

―

組合長

職務過程における能力、取組姿勢、態度
の発揮度を、項目を絞り、求められる水準
を達成したか否かで評価します。

４月１日～翌年３月３１日

６級（所属長）

病院事務長

事
務
局

組合長

評価種類 評価期間

456,127

組合長

・人事評価の結果は、被評価者の給与、その他の人事管理の基礎として活用しています。

（千円）

754,322

合　　　計
給　　　　　与　　　　　費

123

期末・勤勉手当

下記以外の職員

消防長

給　　　料 職員手当
職員数

副署長

署長

署長副署長

消防長

署長

消防長

１級～５級（主幹を含む） 課長

被評価者 １次評価者
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（２）職員の平均給与月額・平均給料月額・平均年齢

一般職員

歳 8 月 歳 3 月

病院職員

歳 7 月 歳 5 月 歳 2 月

歳 月 歳 3 月

（３）職員の初任給の状況

一般職員

病院職員

（４）期末・勤勉手当支給割合

※　職員手当には、児童手当及び退職手当を含まない

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

50

225,600

一般行政職

200,300

282,500

一般行政職

42

技能労務職

区 分 看護師

313,200

418,500

平 均 年 齢 （ 歳 ）

510,900平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

平 均 年 齢 （ 歳 ）

医師

区　　分

256,000

316,798

323,200

一般行政職

324,500平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

区 分

165 人

消防職

268,642

職員数
職員手当

給　　　　　与　　　　　費

1,233,600648,160

期末・勤勉手当

（千円）

給　　料

病院職員（病院会計決算）

合　　　計

405,000平 均 給 与 月 額 （ 円 ）

令和8年
3月31日

現在
43

39

令和8年
3月31日

現在
45

400,500

313,200

325,600

医療技術員

平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 1,391,300

技能労務職

389,400

386,500

区　　　　　　分

44 45

消防職

（単位：円）

大学卒

令和8年
3月31日

現在
平 均 年 齢 （ 歳 ）

医療職（二）医療職（一）

200,300

一般行政職

平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 376,100

大学４卒

大学６卒 305,600

225,600

区 分

高校卒

（単位：円）

225,600239,800

医療職（三）

266,900

短大３卒 232,900 263,400

高校卒

短大２卒 254,700

198,200

213,100

200,300

高卒後准看護師

合　　　　　計

2.300月分

期末手当 勤勉手当

243,400

1.075月分

６月期 1.25月分 1.05月分

１２月期 1.275月分

区　　　　　　分

計 2.525月分 2.125月分 4.650月分

2.350月分
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（５）退職手当支給率（令和７年４月1日現在）

（６）級別職員の状況（令和８年３月３１日現在）

一般職員

病院職員

２～45％の加算あり

職員数
(人）

合　　計

1

７級

3

1.2

構成比
（％）

5

100

１級

9.124.3 3.0

20.045.0

15.4
構成比
（％）

区　　　　　　分

職員数
(人）

8

医
療
職

(

二

)

1
技
能
労
務
職

20

38.5

早期退職特例措置

構成比
（％）

３級

区　　　　　　分

98

2

合　　計

47.709月分

一
般
行
政
職

自 己 都 合

234

24.586875月分

１級

構成比
（％）

職員数
(人）

４級

17.4

職員数
(人）

消
防
職

13.0

47.709月分

定 年 ・ 応 募 認 定

３級

3

13

構成比
（％）

9

100

1

4.4

6

17.4

２０年勤続

２５年勤続

33

33.7

区　　　　　　分

28.0395月分

39.7575月分 47.709月分

最高限度額

３５年勤続

27

33.27075月分

19.6695月分

２級

11

39

9.532.1

11.213.3

39 1

60.6

医
療
職

(

三

)

職員数
(人）

9.5

一
般
行
政
職

3

15.0

職員数
(人）

8

100

84

5.0 100

1 20

※　指定職については、級の区分はありません。

医
療
職

(
一

)

構成比
（％）

2

職員数
(人）

職員数
(人）

46.5
構成比
（％）

構成比
（％）

14.3

指
定
職

8

2 2

14

7.1

1

3.0

4

15.0

23.1

3

7.6 15.4

10078.6

13

1001.2

６級

20

４級

100

6.1 1.0

1

39.1

５級

20.4

4

14.3

1

8.7

33

100

1 1

11

　　退職手当については、栃木県市町村総合事務組合に事務処理を委託し、栃木県市町村総合事務組合
の「一般職の職員の退職手当に関する条例」に基づき支給されます。

６級５級 7級

14

２級

4 



級別の標準的な職務の内容

一般職 主事 主任主事 主査 係長 主幹 会計管理者 事務局長

行政職 消防士 消防副士長 課長補佐

消防職 所長補佐

消防署長

副署長 室長

技能労務職

医師 科長 副病院長 病院長 病院長又は参与

医長 診療部長 副病院長

科長 診療部長

医長

技師 薬剤師 主任薬剤師 副薬局長 科長

技師 主任技師 副技師長 技師長 薬局長

主任薬剤師 副薬局長 技師長

主任技師 副技師長

准看護師 看護師 主任看護師 看護師長

准看護師 看護師 主任看護師 看護師長

准看護師

（７）その他の諸手当（令和８年３月３１日現在）

配偶者

子

父母等

を限度に支給

（片道２Ｋm以上に限る）

交通機関を利用する場合、運賃の額は５５，０００円を限度に支給

一般職員特殊勤務手当（令和７年度決算）

病院職員特殊勤務手当（令和７年度決算）

統括管理監

診療業務手当・夜間看護手当・時間外緊急診療手当・緊急呼出手当・看護師等手当

技能労務職

15.62
給料総額に対す

る比率（％）

全職種区　　　分

0.8513.72

9.09100.0
支給対象職員の

比率（％）

1.15

51.61

医療技術員

69.70

一般行政職

代表的な手当の名称

11.58

代表的な手当の
名称

81.63

医師

100.0

看護師

71.54

100.0

区　　　　　　分

１１，５００円

通勤手当

消防職全職種

支給対象職員の比率（％）

0.71

一般行政職

0.60

薬局長

※満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子１人につき５，０００円の加算

給料総額に対する比率（％）

32.00

扶養手当

住居手当
借家等（家賃12,000円を超えるものに限る）の場合、家賃に応じて２８，０００円

自家用車等を利用する場合、通勤距離に応じて２，０００円から３８，７００円の
範囲内で支給

６，５００円

副看護部長

医療職(一）

指定職

技能職員

区　　　　　　分

１級

次長・課長・所長

室長補佐

５級

内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

看護部長

労務職員

技能職員

４級２級

課長

技能職員 技能職員

労務職員

事務長

消防長

６級区　　分 ３級

消防危険作業手当・救急業務手当・ごみ処理業務手当・緊急消防援助隊出動手当

医療職(二）

医療職(三）

７級

３，０００円

事務局次長

（那須烏山市派遣職
員）

地域手当 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計に2％を乗じた額

5 



一般職員時間外勤務手当（令和７年度決算額）

（８）特別職の報酬等の状況

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（９）職員の勤務時間、休暇及び服務等について

勤務時間、休日（令和７年４月１日現在）

※　職種によって異なります。（消防隔日勤務者、那須南病院病棟勤務者は交代制）

４　職員の休業に関する状況

休　　　暇　　　名

高齢者部分休業

清掃総務

情報公開・個人情報保護審査委員会委員

公務に関する能力の向上に資すると認めるときに大学等課程の履
修のための休業にあっては２年（大学等課程の履修の成果をあげ
るために特に必要な場合として組合規則で定める場合は３年）以
内、国際貢献活動のための休業にあっては３年以内の期間を取得
できる。ただし、その期間は無給となる。

日額

概　　　　　　　　　要

行政不服審査会委員

自己啓発休業

議員

加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事など
地域貢献のため、当該職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２
分の１を超えない範囲で５分を単位とし、定年退職日から最高５年
を遡った期間で取得できる。ただし、その期間の給料は減額とな
る。

監査委員（議会選出）

0人

報　　　　酬　　　　額

休日

那須南病院運営委員

区　　　　　　　分

年額議長

保健衛生審議会委員

72,000

組合長 年額

60,000

60,000

区　　　分

201

消防

8,397

勤務時間(一般行政職）

産業医

修学部分休業

68,000年額

公務に関する能力の向上のため、当該職員の1週間当たりの通常
の勤務時間の２分の１を超えない範囲で５分を単位とし最高４年ま
で取得できる。ただし、その期間の給料は減額となる。

　日額５，０００円以内で任命権者が定める額その他特別職の職員

5,000

配偶者同行休業

職員の配偶者が、外国での勤務、事業を経営する等の理由により
外国に居住する場合において同行することを認めた休業であり、公
務の運営に支障がないと認めるときは３年以内の期間を取得でき
る。ただし、その期間は無給となる。

0人

25,000弁護士日額

0人

育児休業及び
育児に係る部分休業

　　・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日）
　　・年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

日額

17人

　　・午前８時３０分から午後５時１５分
　　・４週間を超えない期間につき１週間あたり３８時間４５分

弁護士日額

0人

　　日曜日及び土曜日

父親または母親である職員が対象となり、子供の３歳の誕生日の
前日まで取得することができる。なお、部分休業の場合は３０分単
位とし、１日２時間を超えない範囲で取得できる。ただし、取得した
期間(時間）は無給となる。

週休日

25,000

組合議員は、那須烏山市及び那珂川
町から各６人、計１２人で構成され、そ
の中から議長、副議長を選出します。

取得者数

組合議員から選任

30,000

日額

日額

5,000

年額

年額 66,000

年額

5,000

日額

那珂川町長

75,000

構成市町の監査委員から選任監査委員（代表）

副議長

那須烏山市長

年額

副組合長

40,000

5,040

職員１人当たり支給年額

総・管

144

支給総額

55

840

支給総額

医師

区　　　分

（千円）

看護師

73

一般行政職 技能労務職医療技術員

93

46

病院職員時間外勤務手当（令和７年度決算額）

9 98100

ごみ処理

職員１人当たり支給年額

390

施設整備室

（千円）

5,000

備　　　　　　考

4,626 3,506 359

194 35159

12,127

6 



５　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（令和７年度実績）

（２）懲戒処分者数（令和７年度実績）

６　職員の服務の状況

（１）地方公務員の服務規律の概要

（２）服務規律の確保のための措置

　服務規律の確保については、年末年始等の時期に合わせ文書等による綱紀粛正の周知徹底を図ります。

７　職員の研修の状況

（１）必修研修（令和７年度実績）

（２）選択研修（令和７年度実績）

（３）その他

　・令和７年度は、若年層職員向けに、法制執務研修を実施しました。
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　全ての地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たって
は、全力を挙げてこれに専念しなければならないと法律で定められており、採用の際には、服務の宣誓を
行います。その他法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治的
行為の制限、争議行為の禁止、営利企業等の従事制限などの様々な内容が地方公務員法等に定められ
ています。

戒　　告

0

2

受講者数（人）

2

６月 2

７月

５月 1法 制 執 務 研 修

Ｊ Ｓ Ｔ 基 本 課 程

　・病院職員は、医療安全対策や院内感染対策等についての研修を年間を通し実施しています。
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※　分限処分とは、公務の能率の維持やその適正な運営の確保の目的から、勤務成績不良、心身の故障
等のために十分に職責を果たせない場合に行うものです。

※　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対する道義
的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的として行うものです。
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中 堅 職 員 の 役 割

研修名

　・消防職員は、栃木県消防学校での専科教育をはじめ、救急救命士の実習や専門職としてのスキルアップを
目指すための研修に参加しています。
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８　職員の退職管理の状況

（1）退職管理の概要

※

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康管理について（令和７年度実績）

（２）公務災害・通勤災害（令和７年度実績）

（３）不利益処分に関する不服申し立ての状況

①制度の概要

②種別・件数・処理状況

　令和７年度において、この制度に拘る該当事項はありませんでした。

内　　　　　　　　　　　　　　　容

　地方公務員法第４９条の２では、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた場合におい
て、人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法により不服申立て（審査請求又は異議申立
て）をすることができると規定されています。
　職員の身分は、地方公務員法によって強く保障されています。この身分保障の効果を発揮するために、
行政上の救済手続として不利益処分に関する不服申立ての制度が設けられています。
　職員の不服申立ては、人事委員会または公平委員会によって審査されます。人事院会および公平委員
会は、不利益処分の審査を専門的、中立的な立場で適正、迅速な審査を行うこととされています。

　　　　　　健康管理、健康相談

１

　ストレスチェック、メンタルヘルス研修会

0

　　　　　　各種がん検診 　胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診

件　　　　　　　　数

事　　　　　業　　　　　名

（2）再就職届出の状況

通　勤　災　害

　　　　　　特定業務従事者健康診断

　メンタルヘルスカウンセリング、産業医面談

　　　　　　定期健診 　定期健康診断、人間ドック

公　務　災　害

　貧血検査、肝機能検査外

区　　　　　　　　分

　令和７年度の退職者の再就職届出はありませんでした。

働きかけ・・・契約や処分等をするように、又はしないように依頼等をすること。

　地方公務員法の改正により、元職員（再就職者）による現職職員への働きかけ※が禁止され、また、退職
管理の適正な確保のため、再就職情報の届出を義務付けることとなりました。

8 


